
【政策ごとの予算額】

政策名 番号 ⑦

会計 組織／勘定

一般会計 財務本省 35,889 35,961

35,889 35,961

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般会計 財務本省              - 425,891,061

一般会計 財務本省 16,407,079,319 16,808,097,953

一般会計 財務本省              - 3,948,097

一般会計 財務本省 30,357,361 26,732,645

一般会計 財務本省 260,000,000 260,114,975

一般会計 財務本省 598,240,939 430,878,558

一般会計 財務本省 9,675,738,148 10,917,315,057

一般会計 財務本省 15,249,729 14,692,712

一般会計 財務本省 21,591,237 23,131,695

一般会計 財務本省 762,458 816,344

国債整理基金特別会計 - 209,233,972,215 205,420,248,471

国債整理基金特別会計 - 11,505,004,888 12,924,099,348

国債整理基金特別会計 - 122,649,204 124,076,422

国債整理基金特別会計 - 3,334,058,200 3,246,263,250

国債整理基金特別会計 - 25,400,394 29,010,505

国債整理基金特別会計 - 4,574,217 4,805,876

国債整理基金特別会計 - 850,832,800              -

国債整理基金特別会計 - 62,242,345 63,613,031

国債整理基金特別会計 - 252,928 276,579

東日本大震災復興特別会計 財務本省              - 21,144

東日本大震災復興特別会計 財務本省 25,342,174 28,965,610

東日本大震災復興特別会計 財務本省 68,695 66,960

東日本大震災復興特別会計 財務本省 12,735 12,357

27,009,019,191 28,911,619,097

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

225,164,410,795 221,841,459,553

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

27,009,055,080 28,911,655,058

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

225,164,410,795 221,841,459,553

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

政策評価調書（個別票）

国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制
（千円）

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

予算額

項 事項
６年度

当初予算額

一般会計

特別会計

７年度
概算要求額

政策評価の対象と
なっているもの

資産債務管理費 国債の確実かつ円滑な発行等に必要な経費

小　計

国債費 年金特例公債利子の支払財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

国債費 決算上の剰余金の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費（新規）

国債費 定率による公債等償還財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

国債費 割引国債の発行価格差減額の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費（新規）

国債費 社会資本整備事業特別会計整理収入等の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

国債費 年金特例公債償還財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

国債費 その他公債等償還財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

国債費 公債利子等の支払財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

国債費
公債等に係る償還及び発行に関する諸費財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経
費

国債費 事務取扱いに必要な経費

国債整理支出 公債等償還に必要な経費

国債整理支出 公債利子等支払に必要な経費

国債整理支出 公債等の償還及び発行に関する諸費等に必要な経費

復興債整理支出 復興債償還に必要な経費

復興債整理支出 復興債利子等支払に必要な経費

復興債整理支出 復興債の償還及び発行に関する諸費等に必要な経費

脱炭素成長型経済構造移行債整理支出 脱炭素成長型経済構造移行債償還に必要な経費（前年度限り）

脱炭素成長型経済構造移行債整理支出 脱炭素成長型経済構造移行債利子等支払に必要な経費

脱炭素成長型経済構造移行債整理支出 脱炭素成長型経済構造移行債の償還及び発行に関する諸費等に必要な経費

復興債費 復興債償還財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費（新規）

復興債費 復興債に係る利子等の支払財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費

復興債費
復興債に係る償還及び発行に関する諸費財源の国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経
費

復興債費 復興債に係る事務取扱いに必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

合　計

一般会計

特別会計



（財務省 5政3-1） 

 

 
 

上記目標の

概要 

 我が国の財政は、極めて厳しい状況にあり、今後も大量の国債発行が見込まれています。国債

管理政策を運営する国債発行当局としては、 

①確実かつ円滑な国債発行により、必要とされる財政資金を確実に調達するとともに、 

②中長期的な調達コストを抑制していくことにより、円滑な財政運営の基盤を確保する、 

という基本的な考えから、上記の目標を設定しています。 

 

（上記目標を達成するための施策） 

政３-１-１：市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行・債務管理 

政３-１-２：国債市場の流動性維持・向上 

政３-１-３：保有者層の多様化 

政３-１-４：市場との対話等 

政３-１-５：国債に係る国民等の理解の向上のための取組 

 

政策目標３－１についての評価結果 

政策目標についての評定 Ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行計画の策定・変更を行い、確実かつ円滑な国債発行を行っ

たほか、中長期的な調達コスト抑制のため、丁寧に市場との対話を行いました。 

全ての施策について評定が「ｓ 目標達成」であるため、当該政策目標の評定は、上記のとおり、「Ｓ 

目標達成」としました。 

政 

策 
の 

分 

析 

（必要性・有効性・効率性等） 

 本政策目標「国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制」は、極めて厳しい財政状

況下で、必要とされる財政資金を確実に調達し、円滑な財政基盤を確保するために必要かつ有効な取組

と考えられます。 

 令和５年度は、市場のニーズ・動向等を踏まえ国債市場の流動性維持・向上に資する施策を実施しま

した。また、令和６年度国債発行計画の策定等にあたり、「国債市場特別参加者会合」、「国債投資家懇談

会」等の場を通じ、丁寧に市場との対話を行いつつ、国債の年限・発行額を設定するなど効率的に施策

を実施しました。 

 

施策 政３－１－１：市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行・債務管理 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-1-B-1:市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行 

目 標 

 令和５年度国債発行計画に沿って、市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発

行を行っていきます。 

また、入札の実施日・発行額等を事前に周知すること等により、国債、政府

短期証券（用語集参照）及び借入金の入札を確実かつ円滑に実施します。 

さらに、翌年度の国債発行計画についても、市場のニーズ・動向等を踏まえ

つつ、国債の発行年限等のバランスのとれた計画を策定します。 

達成度 

政策目標３－１：国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制 



 （目標の設定の根拠） 

大量の国債発行が続く中で、国債の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調

達コストの抑制を図るためには、市場のニーズに即して発行を行うことが重

要であるためです。 

また、国債等の入札については、入札参加者にとって予見可能性の高い運営

を図ることが、必要な財政資金を確実かつ低コストで調達する上で重要であ

るためです。 

さらに、翌年度の国債発行計画においても引き続き、市場のニーズ・動向等

を踏まえた計画策定を行っていく必要があります。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

令和５年度当初計画においては、国債発行総額が205.8兆円（対前年度当初

比9.3兆円減）となる中、カレンダーベース市中発行額を190.3兆円（対前年度

当初比8.3兆円減）とし、利付債の毎月の発行額は全年限において令和４年度

２次補正後を維持した上で、前年度からの減額を全て短期債の減額に充てるこ

ととしました。当該計画に沿って、市場のニーズ・動向や市場参加者との意見

交換等を踏まえた国債発行を行うとともに、国債市場の流動性維持・向上に取

り組みました。 

令和５年11月10日には、令和５年度補正予算編成に伴い、令和５年度国債発

行計画を変更しました。新規国債（建設国債及び特例国債）は増加（対当初比

8.9兆円増）した一方で、前年度の財政融資資金の運用実績等を踏まえた調整

として財投債が減額（対当初比7.0兆円減）となったこと等により、国債発行

総額は206.1兆円（対当初比0.4兆円増）となりました。また、消化方式別発行

額については、市場のニーズ・動向等を踏まえ、前倒債の減額により、カレン

ダーベース市中発行額は変更しませんでした。 

また、ＧＸ実行会議や関係府省庁間での議論等を踏まえ、世界初の国による

トランジション・ボンドを「クライメート・トランジション利付国債」と名付

けて発行することとなりました。 

その商品性・発行条件等については、令和５年12月に国債市場特別参加者や

投資家を中心とした市場関係者との意見交換を通じて決定した上で、令和６年

２月に10年クライメート・トランジション利付国債を約8,000億円、５年クラ

イメート・トランジション利付国債を約8,000億円、合計約1.6兆円を発行しま

した。 

国債、政府短期証券及び借入金の入札実施日・発行額等については、事前

に周知するとともに、入札結果の発表

（https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/index.htm）を、当日所定

の時刻に行うなど、一連の入札業務を円滑かつ確実に実施し、入札参加者に

とって予見可能性の高い運営に努めました。 

令和６年度国債発行計画については、「国債市場特別参加者会合」、「国債投

資家懇談会」等の場を通じ、丁寧に市場との対話を行い、令和５年12月22日に

公表しました。年限構成については、市場のニーズ・動向等を踏まえています。 

○ 



 具体的には、国債発行総額が181.5兆円（対前年度当初比24.3兆円減）となる

中、カレンダーベース市中発行額を171.0兆円（対前年度当初比19.3 兆円減）

としました。減少分の大半は、コロナ禍前は発行していなかった短期国債（６

か月）を皆減するなど、短期国債の減額に充当しました。さらに、市場のニー

ズを踏まえつつ、２年債・５年債・10年債・20年債を減額するなど、年限構成

の平時化を図りました。 

なお、令和６年１月16日に令和６年度予算政府案の概算の変更に伴い、国債

発行計画を変更しました。 

クライメート・トランジション利付国債については、初回発行及びその後の

流通市場における動向も踏まえた市場関係者との意見交換を踏まえ、令和６年

度における発行の金額・年限・タイミング等を決定し、令和６年３月14日に令

和６年度国債発行計画を更新しました。 

令和６年度国債発行計画（当初（変更後））（令和６年１月16日公表） 

https://www.mof.go.jp/jgbs/issuance_plan/fy2024/index.html 

上記実績のとおり、市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行・計画の策定

を行ったことから、達成度は「○」としました。 

 

[主要]政3-1-1-B-2:適切な債務管理 

目 標 

借換債の発行額の将来推計等を活用し、翌年度の国債発行計画の策定を行

います。 

また、市場の状況や市場参加者との意見交換を踏まえ、必要に応じて適切に

買入消却を実施します。 
達成度 

（目標の設定の根拠） 

 国債残高が多額に上り、今後も大量の国債発行が見込まれる中、将来の借換

債の動向等を分析・把握することは、適切な債務管理を行っていく上で重要で

あるためです。同時に、発行した国債の適切な管理に取り組むことも重要です。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 借換債の発行額の将来推計等の分析を行い、令和６年度国債発行計画を策定

する際の参考としました。 

買入消却については、国債市場特別参加者会合等における市場参加者の声や

市場の変化を踏まえ、物価連動債を対象として総額2,406億円実施しました。 

 上記実績のとおり、借換債の発行額の将来推計等の定量的な分析や、買入消

却の実施を行ったことから、達成度は「○」としました。 

○ 

施策についての評定  ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

令和５年度国債発行計画に沿って、市場のニーズ・動向等を踏まえた国債発行を行うとともに、買入

消却を継続する等、適切な債務管理を行いました。 

 また、令和６年度国債発行計画の策定に当たり、借換債の発行額の将来推計等も参考とした上で、「国

債市場特別参加者会合」、「国債投資家懇談会」等の場を通じ、丁寧に市場との対話を行いました。 

 以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「s 目標達成」と

しました。 

 



政３－１－１に係る参考情報 

 

参考指標１：10年新発債利回りの推移 

 

（出所）10年新発債利回り（日本相互証券）を基に、理財局国債業務課で作成 
 

参考指標２：国債のイールドカーブ 

 

（出所）日本相互証券からの金利情報を基に、理財局国債業務課で作成 
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参考指標３：国債の年限間スプレッドの推移 

（出所）日本相互証券からの金利情報を基に、理財局国債業務課で作成 

 

参考指標４：借換債発行額の将来推計 

 
（出所）「国債市場特別参加者会合」 

（https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/meeting_of_jgbsp/proceedings/outline/231206pd107.pdf） 
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［前提］
・対象国債 ：普通国債（復興債及びGX経済移行債を除く。以下同じ。）
・新規国債 ：令和5年度は国債発行計画(補正後)の計数。令和6年度以降は内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和5年7月）」の「成長実現ケース」「ベースラインケース」
・借換債 ：令和5年度は国債発行計画(補正後)の普通国債の計数。令和6年度以降は、令和5年3月末の普通国債の償還予定をベースに令和5年度計画(補正後)と同一の年限構成

割合（注）で発行額が推移するものとし、国債整理基金特別会計の余剰資金の活用を加味して推計。
（注）令和6年度以降の流動性供給入札の実施額及びゾーンごとの配分額は、令和5年度計画と同一額で推移すると仮定しつつ、年限別発行額は過去の実績を基に推計。
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参考指標５：買入消却実施実績 

 
（出所）理財局国債業務課調 
（注） 金額は実績。 
 

施策 政３－１－２：国債市場の流動性維持・向上 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-2-B-1:国債市場の流動性維持・向上 

目 標 

令和５年度国債発行計画に沿って、国債市場の流動性維持・向上に努めます。 

具体的には、令和５年度国債発行計画では、12.0兆円の流動性供給入札を実

施することとし、ゾーン区分・ゾーン毎の発行額については、市場参加者との

意見交換を踏まえ、市場環境や投資ニーズに応じて柔軟に調整します。 達成度 

（目標の設定の根拠） 

流動性供給入札を、市場のニーズ・動向等を踏まえて実施することは、国債

市場の流動性の維持・向上に寄与すると考えられるためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 令和５年度国債発行計画に沿って、市場の状況や市場参加者との意見交換を

踏まえ、12.0兆円の流動性供給入札を実施するなど、国債市場の流動性維持・

向上に取り組みました。 

また、流動性供給入札のゾーン毎の発行額等は、市場参加者との意見交換を

踏まえ、市場環境や投資ニーズに応じて柔軟に調整することとしています。四

半期毎に「国債市場特別参加者会合」等の場を通じ、市場参加者から市場のニ

ーズ・動向等の意見を聴取した結果、令和５年度はゾーン毎の発行額について

変更を行いませんでした。 

なお、令和６年度国債発行計画では、「国債市場特別参加者会合」や「国債投 

○ 



 

政３－１－２に係る参考情報 
 

参考指標１：流動性供給入札の発行額（総額及びゾーン別発行額）の推移       （単位：億円） 

 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

１年超～５年以下 23,918 23,937 23,936 29,940 29,917 

５年超～15.5年以下 71,816 59,786 59,748 59,874 59,880 

15.5年超～39年未満 29,932 29,927 29,926 29,950 29,925 

合計 125,666 113,650 113,610 119,764 119,722 

（出所）理財局国債業務課調 

 

参考指標２：流動性供給入札の結果 

入札日 R5.4.13 R5.4.18 R5.5.2 R5.5.19 R5.6.8 R5.6.13 R5.7.19 R5.7.21 R5.8.22 R5.8.24 R5.9.19 R5.9.21 

応募額（億円） 13,969 23,743 22,089 18,517 15,474 14,265 21,729 21,175 17,982 14,520 17,339 16,396 

募入決定額（億円） 4,995 4,988 4,977 4,983 4,992 4,966 4,989 4,998 4,989 4,997 4,985 4,990 

募入平均利回格差（％） ▲0.013 ▲0.012 0.004 0.006 0.002 ▲0.019 ▲0.014 0.005 0.005 ▲0.038 ▲0.002 0.009 

募入最大利回格差（％） ▲0.011 ▲0.009 0.005 0.007 0.003 ▲0.017 ▲0.013 0.011 0.006 ▲0.031 ▲0.001 0.013 

 

入札日 R5.10.19 R5.10.25 R5.11.16 R5.11.24 R5.12.20 R5.12.22 R6.1.5 R6.1.22 R6.2.16 R6.2.22 R6.3.21 R6.3.25 

応募額（億円） 17,858 13,857 19,044 21,853 20,776 10,499 22,163 16,931 14,292 22,330 14,466 18,487 

募入決定額（億円） 4,983 4,984 4,995 4,989 4,996 4,995 4,980 4,987 4,988 4,989 4,996 4,991 

募入平均利回格差（％） 0.020 0.029 ▲0.013 0.031 ▲0.081 0.064 ▲0.009 ▲0.010 0.009 ▲0.015 ▲0.001 ▲0.019 

募入最大利回格差（％） 0.023 0.032 ▲0.010 0.033 ▲0.079 0.085 ▲0.008 ▲0.007 0.013 ▲0.015 0.006 ▲0.017 

 

  

資家懇談会」等の場を通じ、市場関係者の意見を聴取した上で、13.2兆円（対

前年度比1.2兆円増）の流動性供給入札を実施することとしています。 

 また、国債の一銘柄当たりの市場流通量を確保するという観点から、令和５

年度においても、リオープン（用語集参照）発行を実施し、国債の流動性向上

に取り組みました。 

令和５年度リオープン方式について 

（https://www.mof.go.jp/jgbs/topics/press_release/20230323-01.htm ） 

 上記実績のとおり、令和５年度国債発行計画に沿って流動性維持・向上に取

り組んだこと等から、達成度は「○」としました。 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

 令和５年度国債発行計画に沿って、12.0兆円の流動性供給入札を実施したほか、令和６年度国債発行

計画についても市場関係者の意見を聴取しつつ、流動性の維持・向上に関する施策を講ずることとしま

した。 

 以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「s 目標達成」と

しました。 



参考指標３：債券市場の機能度（日本銀行「債券市場サーベイ」） 
債券市場の機能度（市場関係者の見方） 

 （出所）日本銀行「債券市場サーベイ」を基に、理財局国債業務課で作成 
 

参考指標４：投資家の国債取引高と回転率 

（出所）日本証券業協会「公社債店頭売買高」、日本銀行「公社債発行・償還および現存額」を基に、理財局国債業務課で作成 
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（注）2018年2月調査より、調査対象先に大手機関投資家（生命保険会社、損害保険会社、投資信託委託会社等）が追加された。



施策 政３－１－３：保有者層の多様化 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-3-B-1:保有者層の多様化 

目 標 

 保有者層の多様化を図る観点から、個人投資家や海外投資家の国債保有促進

に向けた取組を進めます。具体的には、個人投資家向けの広告の充実や個人向

け国債等の販売額が上位の機関の財務省ウェブサイト上での公表等を通じて個

人投資家の国債保有促進に努め、海外ＩＲや「日本国債ニュースレター」（英語

版）の公表等を通じて海外投資家の国債保有促進を図ります。 
達成度 

（目標の設定の根拠） 

国債の保有者層の多様化を図るためには、個人投資家や海外投資家の国債

保有促進に向けた取組を進めることが重要と考えられるためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 個人投資家については、個人投資家層の裾野を広げる観点等から、ＳＮＳ

を活用するなどインターネット広告を重点的に行うとともに、個人向け国債

ウェブサイトの利便性向上や動画等のコンテンツの掲載、テレビＣＭの放映

等により、広告の充実を図りました。また、令和５年度においても引き続き

すべての個人向け国債を毎月募集・発行するなど、個人の国債保有の促進に

向けた取組を実施しました。 

 海外投資家については、引き続き国内における国債の安定消化に努めつつ、

多様な投資家層による取引は市場を安定させる効果があること、海外投資家の

中には中央銀行、年金基金、生命保険など国債の安定保有が見込める投資家も

存在すること等を踏まえ、様々なネットワークやチャネルを通じた海外ＩＲを

実施しました。具体的には、オンライン会議形式も併用しつつ、対面での海外

投資家との個別面談を中心に、きめ細かい投資家ニーズ等の把握や情報提供を

行いました。また、継続的な投資や長期安定保有が見込める投資家を重視する

など、より効果的かつ効率的な海外ＩＲを実施しました。さらに、「日本国債ニ

ュースレター」（英語版）を毎月公表すること等を通じて海外投資家へ定期的な

情報提供を行いました。こうした取組を通じて、海外投資家との緊密なリレー

ションを構築し、海外投資家による日本国債の保有促進に努めました。 

このほか、クライメート・トランジション利付国債の初回発行に向けて、令

和５年11月のフレームワーク公表以降、国内外の市場関係者を対象に、経済産

業省、証券会社、評価機関と協力して、ＧＸをテーマとしたＩＲを集中的に実

施しました。 

（参考）令和５年度における海外投資家の来省及び国内拠点訪問による面談数

（オンラインによる面談含む）：91先 

（参考指標４参照） 

同年度における海外投資家の海外拠点訪問による面談数（オンライン

による面談含む）：94先 

（参考指標５参照） 

日本国債ニュースレター（英語版）の年間公表回数：12回 

（参考指標６参照） 

○ 



 

政３－１－３に係る参考情報 

 

参考指標１：国債の保有者別内訳                         （単位：億円） 

所  有  者 令和元年度末 ２年度末 ３年度末 ４年度末 
５年 

12月末 

 

割 合 

一般政府 

（除く公的年金） 
31,457 24,008 22,998 18,400 14,461 0.1 % 

公的年金 374,975 396,980 451,028 462,962 539,883 4.4% 

財政融資資金 5 0 0 0 0 0.0% 

日本銀行 4,993,620 5,415,966 5,305,471 5,815,635 5,851,648 47.9% 

市中金融機関 4,192,386 4,502,781 4,542,124 3,983,998 3,929,138 32.2% 

海外 1,456,776 1,609,474 1,702,551 1,783,114 1,650,267 13.5% 

家計 138,525 132,560 125,502 127,694 134,874 1.1% 

その他 118,580 102,615 97,316 105,760 96,291 0.8% 

合  計 11,306,324 12,184,384 12,246,990 12,297,563 12,216,562 100.0% 

（出所）日本銀行「資金循環統計」を基に、理財局国債企画課で集計 
（注）計数は、日銀による推計値。推計にあたり、評価額は時価ベースに換算されている（国庫短期証券については額面ベース） 

 

参考指標２：個人向け国債の発行額（実績）及び計画額              （単位：億円） 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

計画額 

当初 47,000 48,000 41,000 29,000 35,000 

補正後 48,000 32,000 28,405 36,200 35,000 

発行額（実績） 52,484 30,290 29,728 34,184 34,035 

（出所）理財局国債業務課調 

 上記実績のとおり、個人や海外投資家を含めた保有者層の多様化を図る観点

から、個人の国債保有の促進に向けた取組や海外投資家に対するＩＲを実施

しており、達成度は「○」としました。 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

 個人投資家については、広告の充実を図るとともに、令和５年度においても引き続きすべての個人向

け国債を毎月募集・発行するなど、個人の国債保有の促進に向けた取組を行いました。 

 海外投資家については、引き続き国内における国債の安定消化に努めつつ、多様な投資家層による取

引は市場を安定させる効果があること、海外投資家の中には中央銀行、年金基金、生命保険など国債の

安定保有が見込める投資家も存在すること等を踏まえ、海外ＩＲを実施するとともに、「日本国債ニュ

ースレター」（英語版）を公表すること等を通じて、海外投資家との緊密なリレーションを構築するこ

とにより、日本国債の保有促進に向けた取組を実施しました。 

 以上のとおり、測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「s 目標達成」と

しました。 



 

参考指標３：個人向け国債の認知状況                       （単位：％） 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

認知度 94.4 91.2 91.6 91.3 90.8 

（出所）国債広告の効果測定に関する調査 

 

参考指標４：海外投資家の来省及び国内拠点訪問による面談数（オンラインによる面談含む）（単位：件） 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

60 30 26 90 91 

（出所）理財局国債企画課調 

 
参考指標５：海外投資家の海外拠点訪問による面談数（オンラインによる面談含む）    （単位：件） 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

60 52 50 40 94 

（出所）理財局国債企画課調 
 

参考指標６：日本国債ニュースレター（英語版）の年間公表回数                （単位：回） 

令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 

12 12 12 12 12 

（出所）理財局国債企画課調 
 

施策 政３－１－４：市場との対話等 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-4-A-1:国債関係の懇談会等の開催状況 

  令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 達成度 

国の債務管理に関する研

究会 

目標値 実施 実施 実施 実施 実施   

実績値 〇 〇 ○ ○ ○ ○ 

国債市場特別参加者会合 

目標値 実施 実施 実施 実施 実施   

実績値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

国債投資家懇談会 

目標値 実施 実施 実施 実施 実施   

実績値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（出所）理財局国債企画課、国債業務課調 

（注１）当該年度内に懇談会等の開催実績がある場合には○、ない場合には×を記載。 

（注２）「国の債務管理に関する研究会」の前身である「国の債務管理の在り方に関する懇談会」は平成16年11月から令

和３年６月まで計54回実施しています。 

 

（目標値の設定の根拠） 

市場との対話等は、国債関係の懇談会等を中心に行っていることから、これらの開催を指標としまし

た。市場参加者・有識者との定期的かつオープンな対話を通じ、国債管理政策の企画及び立案を行うこ

と、並びに施策を適時・的確に市場に発信することは重要であることから、これらの趣旨を踏まえて懇 



談会等の開催を目標としました。 

（目標の達成度の判定理由） 

 国債関係の懇談会等は、昨年度に引き続き各会合を開催し、国債管理政策の企画及び立案の参考とし

たほか、施策の適時・的確な市場への発信を行ったことから、達成度は「○」としました。 

[主要]政3-1-4-A-2:入札結果の公表を当日所定の時刻に行った割合           （単位：％） 

年 度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 達成度 

目標値（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  

実績値 

入札回数(a) 229 240 240 227 224   

うち入札の結果発表を 

所定の時刻に行った 

回数(b) 

229 240 238 225 224   

割合(%)(b)／(a) 100.0 100.0 99.2 99.1 100.0 〇 

（出所）理財局国債業務課調 
（注１）測定対象は、国債、国庫短期証券及び借入金の入札回数。 

（注２）国債（割引短期国債は除く）の入札結果発表は、入札当日の午後０時35分に実施。 

（注３）国庫短期証券の入札結果発表は、入札当日の午後０時30分に実施。 

（注４）借入金の入札結果発表は、入札当日の午後１時に実施。 

（注５）令和３年度において、入札の結果発表を当日所定の時刻に公表できなかった２件は以下の通り。 

・同年９月９日の５年債入札の結果公表時において、作業ミスにより、公表項目の一部について誤った数値を

公表し、同日中に訂正したもの。 

・同年９月28日の40年債入札において、掲載予定時刻の設定ミスにより、財務省ホームページに公表予定時刻

より約８分早く公表していたもの。 

（注６）令和４年度において、入札の結果発表を当日所定の時刻に公表できなかった２件は以下の通り。 

・令和５年１月10日の国庫短期証券（３ヶ月）入札において、日本銀行のシステムが一部利用できない状況に

あったことから、入札日を翌日に延期したもの。 

・令和５年２月28日の２年債入札において、財務省のシステムの不具合により、財務省ホームページへの公表

が予定時刻より約２時間遅れたもの。財務省のシステムの不具合については、既に原因が特定されており、

同様の不具合が生じないよう事務マニュアルに不具合が生じた原因や対処方法を記載するとともに、事務に

携わる職員に周知することで再発防止に努めている。 

（注７）この指標は入札が行われる場合における結果発表状況に係るもので、入札回数に対する目標値ではありません。 

 

（目標値の設定の根拠） 

 入札結果の公表を確実かつ速やかに行うことは、市場参加者の予測可能性を高めることにつながり、

政策目標を達成する観点から重要であるため、目標値として「100.0％」を設定しました。 

なお、令和３年度において、入札結果の公表を所定の時刻に行うことができなかった事例が２件生じ

たことから、再発防止策として、入札結果の公表に係る事務手続きについて、改めて内容を精査し、課

内で共有した上で、各担当者がこれに正確に準拠して業務を行うことを徹底しました。また、ホームペ

ージへの掲載時刻設定に際しては、複数人による確認を、目視及び読上げを経て行うよう徹底しまし

た。  

（目標の達成度の判定理由） 

 入札の結果発表を当日所定の時刻に行った割合が100.0%であるため、達成度は「○」としました。 

 

[主要]政3-1-4-B-1:市場との対話等 

目 標 
国債市場特別参加者や投資家に対して、国債市場の動向等に関する個別のヒ

アリング等を実施し、市場との緊密な意見交換を行います。 
達成度 



 

政３－１－４に係る参考情報 

 
令和４年度に引き続き、公的債務全体の現状や政策を概観する「債務管理リポート」を発行しました。

（https://www.mof.go.jp/jgbs/publication/debt_management_report/2023/index.html） 
 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

（目標の設定の根拠） 

市場のニーズ・動向等を的確に把握するためには、国債関係の懇談会等の開

催に加えて、個別のヒアリングを実施することも重要と考えられるためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

 「国債市場特別参加者会合」や「国債投資家懇談会」等の開催に加え、国債

市場特別参加者や投資家に対する国債市場の動向等に関するヒアリングを実施

する等により、市場との緊密な意見交換を行いました。 

上記実績のとおり、国債市場特別参加者や投資家など市場関係者との緊密な

意見交換を行ったことから、達成度は「○」としました。 

○ 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

国債関係の懇談会等の開催や、入札結果の確実かつ速やかな発表を行ったほか、市場関係者との緊密

な意見交換を実施し、市場との対話の推進に努めたところです。 

以上のとおり、すべての測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「s 目標

達成」としました。 

施策 政３－１－５：国債に係る国民等の理解の向上のための取組 

測
定
指
標
（
定
量
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-5-A-1:国債関係の定期的な資料の公表 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 達成度 

債務管理リポート

（日） 

目標値 〇 〇 〇 〇 〇   

実績値 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 

債務管理リポート

（英） 

目標値 〇 〇 〇 〇 〇   

実績値 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 

国債統計年報 

目標値 〇 〇 〇 〇 〇   

実績値 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 

（出所）理財局国債企画課調 

（注）年度内に公表した場合には〇、年度内に公表していない場合に×を記載。 

 

（目標値の設定の根拠） 

定期的な公表資料を通じて、我が国の国債市場や国債管理政策についての情報を発信していくこと

が、国債に係る国民等の理解の向上のためには重要であるため、代表的な公表物である「債務管理リポ

ート」と「国債統計年報」を年度内に公表することを目標値としました。 

（目標の達成度の判定理由） 

 各定期的な公表資料をすべて当該年度内に公表しましたので、達成度は「○」としました。 



[主要]政3-1-5-A-2:「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」を所定の時期に公表した割合 
（単位：％） 

年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 達成度 

目標値（％） 100 100 100 100 100  

実績値 

前年度 
第4四半期分 

○ ○ ○ ○ ○ 

○ 

第1四半期分 ○ ○ ○ ○ ○ 

第2四半期分 ○ ○ ○ ○ ○ 

第3四半期分 ○ ○ ○ ○ ○ 

割合（％） 100 100 100 100 100 

（出所）理財局国債企画課調 

（注１)「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」を所定の時期に公表した場合には○、所定の時期に公表していな

い場合に×を記載 

（注２)各四半期末時点における国債及び借入金並びに政府保証債務現在高は、当該四半期終了後１ヶ月半以内に公表。 

（注３) 補足として、利払い・償還財源が主として税財源により賄われる債務を整理した「国と地方の長期債務残高」と

の比較資料も併せて公表。 
 
（目標値の設定の根拠） 

 公的債務全体の現状に関する情報を所定の時期に公表し、国債管理政策の透明性の向上を図ること

は、国債に係る国民等の理解の向上を図る上で重要であるため、目標値として「100.0％」を設定しまし

た。 

 

（目標の達成度の判定理由） 

「国債及び借入金並びに政府保証債務現在高」を所定の時期に公表した割合は100%であるため、達成

度は「○」としました 

測
定
指
標
（
定
性
的
な
指
標
） 

[主要]政3-1-5-B-1:国債に係る国民等の理解の向上 

目 標 

積極的にウェブサイト等を通じた情報発信や広報活動に努めます。具体的

には、国債等関係諸資料や国債関係の懇談会等の議事要旨の公表等を行うと

ともに、「債務管理リポート」（日本語版・英語版）では、その時々の政策上

の課題やマーケットで注目されているトピックを取り上げます。 
達成度 

（目標の設定の根拠） 

投資家のみならず、より幅広い国民等の国債に係る理解の向上を図るため

には、我が国の国債市場や国債管理政策について積極的に情報提供を行って

いくことが重要であるためです。 

実績及び目

標の達成度

の判定理由 

国債関係諸資料や国債関係の懇談会等の議事要旨の迅速な公表等を行うと

ともに、「債務管理リポート」（日本語版・英語版）では、その時々の政策

上の課題やマーケットで注目されているトピックを取り上げるなど、積極的

にウェブサイト等を通じた情報発信や広報活動に努めました。 

 上記実績のとおり、国債市場や国債管理政策に関する情報発信を積極的に

行うことにより、より幅広い国民等の国債に係る理解の向上に努めたこと等

から、達成度は「○」としました。 

○ 



 

政３－１－５に係る参考情報 

 

参考指標１：国債等に関する情報のウェブサイトへのアクセス件数と個人向け国債ウェブサイト 

へのアクセス件数の合計                             (単位：件) 

（出所）大臣官房文書課広報室調 

（注）令和３年度の財務省行政ＬＡＮ更改に伴いアクセス件数を集計するソフトウェアが変更となったため、令和３年度以降の

アクセス件数を掲載。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策についての評定 ｓ 目標達成 

評
定
の
理
由 

 国債市場や国債管理政策についての透明性を高め、積極的にウェブサイト等を通じた情報発信や広報

活動に努めることにより、より幅広い国民等の国債に係る理解の向上を図りました。 

  以上のとおり、すべての測定指標が「○」であるため、当該施策の評定は、上記のとおり、「s 目標

達成」としました。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

国債等に関する情報のウェブサイトへの 
アクセス件数と個人向け国債ウェブサイトへの

アクセス件数の合計 
631,012 740,175 529,814 

評
価
結
果
の
反
映 

以下のとおり、上記の政策を引き続き実施していきます。 

 

 国債発行計画の策定に当たっては、市場のニーズ・動向等を踏まえつつ、国債の確実かつ円滑な発行

及び中長期的な調達コストの抑制の観点から、国債の発行額・発行年限を設定します。また、「国債市場

特別参加者会合」等の場を通じ丁寧に市場との対話を行いつつ、流動性供給入札などの国債市場の流動

性維持・向上に向けた施策を実施していきます。 

国債関係の懇談会等の開催や、入札結果の確実かつ速やかな発表により、市場との対話の推進に引き

続き努めます。 

 個人投資家や海外投資家を含めた保有者層の多様化を図る観点から、個人投資家向けの広報の充実や

海外投資家に対するＩＲ（オンライン開催含む）に取り組んでいきます。ＧＸをテーマとしたＩＲにつ

いても、引き続き取り組んでいきます。 

 また、国債市場や国債管理政策についての透明性を高め、国債等に係る国民等の理解を向上させる観

点から、ウェブサイト等を通じた積極的な情報発信や広報活動に引き続き努めます。 

 なお、令和５年度政策評価結果を踏まえ、令和７年度予算概算要求においても、国債の確実かつ円滑

な発行及び中長期的な調達コストの抑制のため、引き続き必要な経費（公債の償還及び利子の支払い等

を行うために必要な経費等）の確保に努めます。 

財務省政策評価懇談

会における意見 

○ ＧＸ経済移行債を通して、環境問題に対する理解と協力をいただくということが日

本のエネルギー環境対策の成否にも直結するのではないかと考えている。 



 

 

 

 
 

政策目標に係る予算額等 

区   分 令和３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

予算の 

状況 

（千円） 

当初予算 270,575,692,111 270,151,175,868 264,739,666,016 252,173,465,875 

補正予算 △3,406,771,676 △8,659,388,360 △2,871,470,080 

 

繰 越 等 △18,429,858 13,253,255 N.A. 

合    計 267,150,490,577 261,505,040,763 N.A. 

執行額（千円） 261,463,833,359 256,671,772,691 N.A. 

（概要) 

 国債の償還・利払い・事務手数料、国債の円滑な発行を図るための経費等です。 

（注１) 令和５年度「繰越等」、「執行額」等については、令和６年11月頃に確定するため、令和６年度実績評価書に掲載予定。 

（注２）令和３年度予算額は、令和４年度以降の予算額との比較対照のため組替え掲記しています。 

（注３）令和３年度「繰越等」、「執行額」等は、令和４年度以降の「繰越等」、「執行額」等との比較対照のため、システム経費

を計上し令和４年度評価書に記載した金額から変更しています。 

（注４）政府情報システム関連予算の令和４年度以降の当初予算額は、デジタル庁所管（組織）デジタル庁に「（項）情報通信

技術調達等適正・効率化推進費」にて一括計上されています。 

政策目標に関係する

施政方針演説等内閣

の主な重要政策 

第213回国会 財務大臣財政演説（令和６年１月30日） 

政策評価を行う過程

において使用した資

料その他の情報 

「資金循環統計」（日本銀行） 等 

前年度政策評価結果

の政策への反映状況 

令和４年度政策評価実施計画の実績評価を受けて、以下の取組を実施しました。 

国債発行計画の策定に当たっては、市場のニーズ・動向等を踏まえつつ、国債の確実

かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制の観点から、国債の発行額・発行年限

を設定しました。また、「国債市場特別参加者会合」等の場を通じ丁寧に市場との対話

を行いつつ、流動性供給入札などの国債市場の流動性維持・向上に向けた施策を実施し

ました。 

国債関係の懇談会等の開催や、入札結果の確実かつ速やかな発表により、市場との対

話の推進に努めました。 

個人投資家や海外投資家を含めた保有者層の多様化を図る観点から、個人投資家向け

の広報の充実や海外投資家に対するＩＲ（オンライン開催含む）に取り組みました。 

また、国債市場や国債管理政策についての透明性を高め、国債等に係る国民等の理解

を向上させる観点から、ウェブサイト等を通じた積極的な情報発信や広報活動に引き続

き努めました。 

なお、令和４年度政策評価結果を踏まえ、令和６年度予算概算要求においても、国債

の確実かつ円滑な発行及び中長期的な調達コストの抑制のため、引き続き必要な経費

（公債の償還及び利子の支払い等を行うために必要な経費等）の確保に努めました。 

担当部局名 理財局（国債企画課、国債業務課） 政策評価実施時期 令和６年６月 




